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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モータと、
該モータにより回転駆動されるロータ軸と、
該ロータ軸の位置偏差に応じて生成される変位電流がバイアス電流に重畳された形で励磁
電流として流される電磁石と、
直流を供給する電源と、
該電源から供給された前記直流を前記モータに供給するモータ駆動主回路と、
前記直流の電圧を監視するモータ電圧監視回路と、
該モータ電圧監視回路で監視された前記電圧が所定値以上になったときに検出信号を出力
する検出信号出力手段と、
該検出信号出力手段で出力された前記検出信号に基づき前記電磁石を励磁する前記バイア
ス電流を増加させ、前記電源からの前記直流が供給された磁気軸受制御回路とを備え、
前記モータで発生した回生電力を前記電磁石で消費することを特徴とする電磁回転装置。
【請求項２】
　前記モータに流すモータ電流を指令値に従い制御するモータ駆動制御回路と、
前記検出信号出力手段で出力された前記検出信号に基づき前記モータ電流の前記指令値を
減らす制動電流調整回路とを備えたことを特徴とする請求項１記載の電磁回転装置。
【請求項３】
　前記電源より前記磁気軸受制御回路に対し、前記モータ駆動主回路に供給された電圧と



(2) JP 6077286 B2 2017.2.8

10

20

30

40

50

同じ電圧の直流が供給されることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の電磁回転装置
。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の電磁回転装置を備えた真空ポンプであって、前記
ロータ軸には回転翼が取り付けられたことを特徴とする真空ポンプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電磁回転装置及び該電磁回転装置を備えた真空ポンプに係わり、特に回生時の
電力を磁気軸受装置の電磁石巻線で消費することで小型化やコストダウンを図れる電磁回
転装置及び該電磁回転装置を備えた真空ポンプに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のエレクトロニクスの発展に伴い、メモリや集積回路といった半導体の需要が急激
に増大している。これらの半導体は、極めて純度の高い半導体基板に不純物をドープして
電気的性質を与えたり、半導体基板上に微細な回路パターンを形成し、これを積層するな
どして製造される。そして、これらの作業は空気中の塵等による影響を避けるため高真空
状態のチャンバ内で行われる必要がある。このチャンバの排気には、一般にポンプ装置と
して真空ポンプが用いられているが、特に残留ガスが少なく、保守が容易である等の点か
ら真空ポンプの中の１つであるターボ分子ポンプが多用されている。
【０００３】
　また、半導体の製造工程では、さまざまなプロセスガスを半導体の基板に作用させる工
程が数多くあり、ターボ分子ポンプはチャンバ内を真空にするのみならず、これらのプロ
セスガスをチャンバ内から排気するのにも使用される。更に、ターボ分子ポンプは、電子
顕微鏡等の設備において、粉塵等の存在による電子ビームの屈折等を防止するため、電子
顕微鏡等のチャンバ内の環境を高度の真空状態にするのにも用いられている。
【０００４】
　そして、このようなターボ分子ポンプは、半導体製造装置や電子顕微鏡等のチャンバか
らガスを吸引排気するためのターボ分子ポンプ本体と、このターボ分子ポンプ本体を制御
する制御装置とから構成されている。ターボ分子ポンプ本体の縦断面図を図９に示す。
【０００５】
　図９において、ターボ分子ポンプ本体１００は、円筒状の外筒１２７の上端に吸気口１
０１が形成されている。そして、外筒１２７の内方には、ガスを吸引排気するためのター
ビンブレードによる複数の回転翼１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、…を周部に放射状かつ
多段に形成した回転体１０３が備えられている。この回転体１０３の中心にはロータ軸１
１３が取り付けられており、このロータ軸１１３は、例えば５軸制御の磁気軸受により空
中に浮上支持かつ位置制御されている。
【０００６】
　上側径方向電磁石１０４は、４個の電磁石がＸ軸とＹ軸にかつ＋方向と－方向に、それ
ぞれの対をなして配置されている（図示しないが、必要に応じて電磁石１０４Ｘ＋、１０
４Ｘ－、１０４Ｙ＋、１０４Ｙ－という）。この上側径方向電磁石１０４に近接かつ対応
されて４個の電磁石からなる上側径方向センサ１０７が備えられている。この上側径方向
センサ１０７は回転体１０３の径方向変位を検出し、制御装置に送るように構成されてい
る。
【０００７】
　この制御装置においては、上側径方向センサ１０７が検出した変位信号に基づき、ＰＩ
Ｄ調節機能を有する補償回路を介した磁気軸受制御回路により上側径方向電磁石１０４を
励磁制御し、ロータ軸１１３の上側の径方向位置を調整する。
　そして、このロータ軸１１３は、高透磁率材（鉄など）などにより形成され、上側径方
向電磁石１０４の磁力により吸引されるようになっている。かかる調整は、Ｘ軸方向とＹ
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軸方向とにそれぞれ独立して行われる。
【０００８】
　また、下側径方向電磁石１０５及び下側径方向センサ１０８が、上側径方向電磁石１０
４及び上側径方向センサ１０７と同様に配置され、ロータ軸１１３の下側の径方向位置を
上側の径方向位置と同様に調整している（下側径方向電磁石１０５についても、必要に応
じて電磁石１０５Ｘ＋、１０５Ｘ－、１０５Ｙ＋、１０５－という）。
【０００９】
　更に、軸方向電磁石１０６Ａ、１０６Ｂが、ロータ軸１１３の下部に備えた円板状の金
属ディスク１１１を上下に挟んで配置されている。金属ディスク１１１は、鉄などの高透
磁率材で構成されている。ロータ軸１１３の軸方向変位を検出するために軸方向センサ１
０９が備えられ、その軸方向変位信号が制御装置に送られるように構成されている。
【００１０】
　そして、軸方向電磁石１０６Ａ、１０６Ｂは、この軸方向変位信号に基づき、制御装置
のＰＩＤ調節機能を有する補償回路を介した磁気軸受制御回路により励磁制御されるよう
になっている。軸方向電磁石１０６Ａは、磁力により金属ディスク１１１を上方に吸引し
、軸方向電磁石１０６Ｂは、金属ディスク１１１を下方に吸引する。
【００１１】
　このように、制御装置は、この軸方向電磁石１０６Ａ、１０６Ｂが金属ディスク１１１
に及ぼす磁力を適当に調節し、ロータ軸１１３を軸方向に磁気浮上させ、空間に非接触で
保持するようになっている。
　なお、これら上側径方向電磁石１０４、下側径方向電磁石１０５及び軸方向電磁石１０
６Ａ、１０６Ｂを励磁駆動する磁気軸受制御回路については、後述する。
【００１２】
　一方、モータ１２１は、ロータ軸１１３を取り囲むように周状に配置された複数の磁極
を備えている。各磁極は、ロータ軸１１３との間に作用する電磁力を介してロータ軸１１
３を回転駆動するように、制御装置によって制御されている。
【００１３】
　また、モータ１２１には図示しない回転数センサが組み込まれており、この回転数セン
サの検出信号によりロータ軸１１３の回転数が検出されるようになっている。更に、例え
ば下側径方向センサ１０８近傍に、図示しない位相センサが取り付けてあり、ロータ軸１
１３の回転の位相を検出するようになっている。制御装置では、この位相センサと回転数
センサの検出信号をともに用いて磁極の位置を検出するようになっている。
【００１４】
　回転翼１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、…とわずかの空隙を隔てて複数枚の固定翼１２
３ａ、１２３ｂ、１２３ｃ、…が配設されている。回転翼１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ
、…は、それぞれ排気ガスの分子を衝突により下方向に移送するため、ロータ軸１１３の
軸線に垂直な平面から所定の角度だけ傾斜して形成されている。また、固定翼１２３も、
同様にロータ軸１１３の軸線に垂直な平面から所定の角度だけ傾斜して形成され、かつ外
筒１２７の内方に向けて回転翼１０２の段と互い違いに配設されている。
【００１５】
　そして、固定翼１２３の一端は、複数の段積みされた固定翼スペーサ１２５ａ、１２５
ｂ、１２５ｃ、…の間に嵌挿された状態で支持されている。固定翼スペーサ１２５はリン
グ状の部材であり、例えばアルミニウム、鉄、ステンレス、銅などの金属、又はこれらの
金属を成分として含む合金などの金属によって構成されている。
【００１６】
　固定翼スペーサ１２５の外周には、わずかの空隙を隔てて外筒１２７が固定されている
。外筒１２７の底部にはベース部１２９が配設され、固定翼スペーサ１２５の下部とベー
ス部１２９の間にはネジ付きスペーサ１３１が配設されている。そして、ベース部１２９
中のネジ付きスペーサ１３１の下部には排気口１３３が形成され、外部に連通されている
。
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【００１７】
　かかる構成において、回転翼１０２がモータ１２１により駆動されてロータ軸１１３と
共に回転すると、回転翼１０２と固定翼１２３の作用により、吸気口１０１を通じてチャ
ンバからの排気ガスが吸気される。
【００１８】
　ここに、ターボ分子ポンプは、個々に調整された固有のパラメータ（例えば、機種の特
定、機種に対応する諸特性）に基づいた制御を要する。この制御パラメータを格納するた
めに、上記ターボ分子ポンプ本体１００は、その本体内に電子回路部１４１を備えている
。この電子回路部１４１は、ターボ分子ポンプ本体１００の下部を構成するベース部１２
９の中央付近の図示しない回転数センサの下部に収容され、気密性の底蓋１４５によって
閉じられている。
【００１９】
　次に、制御装置について説明する。
　制御装置３００では図１０に示すように、整流回路１０で交流が直流に変換されるよう
になっている。この直流は、モータ駆動制御回路２０で調節されたパルス信号に基づきモ
ータ駆動主回路３０で三相変換されてモータ１２１を駆動するようになっている。
【００２０】
　整流回路１０の出力は直流安定化電源回路４０で電圧を落とされた後、モータ駆動制御
回路２０に対し電源供給されると共に磁気軸受制御回路５０に対しても電源供給されるよ
うになっている。磁気軸受制御回路５０からは上側径方向電磁石１０４、下側径方向電磁
石１０５及び軸方向電磁石１０６Ａ、１０６Ｂの各電磁石に対し励磁電流が流されるよう
になっている。
【００２１】
　この励磁電流は一定の定常電流（バイアス電流）に位置偏差信号に応じた変位電流が重
畳された形で、上側径方向電磁石１０４、下側径方向電磁石１０５及び軸方向電磁石１０
６Ａ、１０６Ｂを構成する一対の電磁石に流されている。
【００２２】
　次に、モータ駆動主回路３０について説明する。
　図１１において、２本の電源線１ａ、１ｂ間には、抵抗３とトランジスタ５とが電源回
路に対し接続されている。
【００２３】
　また、この２本の電源線１ａ、１ｂ間には、トランジスタ７、９、１１、１３、１５、
１７が三相ブリッジ結線されモータ１２１へと電源供給されるようになっている。各トラ
ンジスタ５～１７のソース・ドレイン間には回生電流パス用のダイオード１９ａ～１９ｇ
が接続されている。
【００２４】
　トランジスタ９、１３、１７を流れる電流は図示しない電流検出部により検出され、モ
ータ電流指令値との間で偏差が取られるようになっている。そして、トランジスタ７、９
、１１、１３、１５、１７のそれぞれのゲートには、この偏差に基づき調節されたＰＷＭ
制御信号が入力されるようになっている。
【００２５】
　かかる構成において、抵抗３は回生抵抗として機能しており、回転体１０３を減速させ
るときにモータ１２１から発生する回生電力を熱に変換して消費させている。このように
真空ポンプに回生抵抗を用いた従来例としては特許文献１～３が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２６】
【特許文献１】特開平７－２７９９６２
【特許文献２】特開２００２－１８０９９０
【特許文献３】特開２００４－１１２８７７
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２７】
　ところで、従来のようにモータの駆動主回路に回生抵抗を設置した場合、この回生抵抗
で発生する熱を伝熱させる取付スペースが必要であるため制御装置が大きくなるという問
題があった。
　また、回生抵抗と共に回生抵抗への電流をオン、オフするトランジスタやダイオードも
必要であり、コスト高になっていた。
【００２８】
　本発明はこのような従来の課題に鑑みてなされたもので、回生時の電力を磁気軸受装置
の電磁石巻線で消費することで小型化やコストダウンを図れる電磁回転装置及び該電磁回
転装置を備えた真空ポンプを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　このため本発明（請求項１）は、モータと、該モータにより回転駆動されるロータ軸と
、該ロータ軸の位置偏差に応じて生成される変位電流がバイアス電流に重畳された形で励
磁電流として流される電磁石と、直流を供給する電源と、該電源から供給された前記直流
を前記モータに供給するモータ駆動主回路と、前記直流の電圧を監視するモータ電圧監視
回路と、該モータ電圧監視回路で監視された前記電圧が所定値以上になったときに検出信
号を出力する検出信号出力手段と、該検出信号出力手段で出力された前記検出信号に基づ
き前記電磁石を励磁する前記バイアス電流を増加させ、前記電源からの前記直流が供給さ
れた磁気軸受制御回路とを備え、前記モータで発生した回生電力を前記電磁石で消費する
ことを特徴とする。
【００３０】
　回生時や加速時の設定速度到達後のオーバーシュート等でモータ駆動主回路にかける電
圧が上がったときには磁気軸受のバイアス電流を増加させることで磁気軸受装置の電磁石
巻線で回生電力を消費させる。このことにより、回生抵抗を削除することが可能となる。
　回生抵抗を削除すれば、回生抵抗設置スペースが不要となり、制御装置の小型化に繋が
る。また、回生抵抗をＯＮ／ＯＦＦするスイッチング素子も不要にできるため、コストダ
ウンも図れる。
【００３１】
　また、本発明（請求項２）は、前記モータに流すモータ電流を指令値に従い制御するモ
ータ駆動制御回路と、前記検出信号出力手段で出力された前記検出信号に基づき前記モー
タ電流の前記指令値を減らす制動電流調整回路とを備えて構成した。
【００３２】
　回生時や加速時に電圧が上がり過ぎると電子素子が壊れるのでモータ電流を調整して回
生時等の電圧が上がらないようにする。
　即ち、モータ駆動主回路への電圧が上がったらモータ電流の指令値を減らす。モータに
流れる電流が減ると回生時等の電圧も下がる。
【００３３】
　更に、本発明（請求項３）は、前記電源より前記磁気軸受制御回路に対し、前記モータ
駆動主回路に供給された電圧と同じ電圧の直流が供給されることを特徴とする。
【００３４】
　磁気軸受制御回路に対しモータ駆動主回路に供給された電圧と同じ電圧の直流を供給す
ることで、モータ駆動制御回路や磁気軸受制御回路に直流を供給する直流安定化電源回路
を小さくできる
【００３５】
　更に、本発明（請求項４）は、請求項１～３のいずれか１項に記載の電磁回転装置を備
えた真空ポンプであって、前記ロータ軸には回転翼が取り付けられたことを特徴とする。
【発明の効果】
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【００３６】
　以上説明したように本発明（請求項１）によれば、モータ電圧監視回路で監視された電
圧が所定値以上になったときに検出信号を出力し、この検出信号に基づき電磁石を励磁す
るバイアス電流を増加させるように構成したので、回生時や加速時等でモータ駆動主回路
にかける電圧が上がったときには磁気軸受装置の電磁石巻線で回生電力を消費させること
ができるようになる。このことにより、回生抵抗を削除することが可能となる。
【００３７】
　回生抵抗を削除すれば、回生抵抗設置スペースが不要となり、制御装置の小型化に繋が
る。また、回生抵抗をＯＮ／ＯＦＦするスイッチング素子も不要にできるため、コストダ
ウンも図れる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の第１実施形態の全体ブロック図
【図２】モータの制動電流に関する制御ブロック図
【図３】磁気軸受制御回路の構成図
【図４】電磁石巻線に流す電流に関する制御ブロック図
【図５】半径方向位置制御システム図
【図６】タイムチャート
【図７】加速時に回生電力が発生する意味
【図８】本発明の第２実施形態の全体ブロック図
【図９】ターボ分子ポンプ本体の縦断面図
【図１０】従来の全体ブロック図
【図１１】モータ駆動主回路の構成図
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下、本発明の実施形態について説明する。本発明の第１実施形態の全体ブロック図を
図１に示す。なお、図１０と同一要素のものについては同一符号を付して説明は省略する
。
【００４０】
　図１において、制御装置４００の整流回路１０には交流電源が接続されている。整流回
路１０では交流が整流されて１００～１５０ボルトの直流に変換されるようになっている
。この直流は電源線１ａ、１ｂ間を流れモータ駆動主回路３０に入力されるようになって
いる。電源線１ａ、１ｂ間にはモータ電圧監視回路６０が配設されモータ駆動主回路３０
の電圧が監視されるようになっている。
【００４１】
　そして、このモータ電圧監視回路６０では、モータ１２１の減速時若しくは加速時に電
源線１ａ、１ｂ間の電圧が所定の電圧より高くなったことが検出されるようになっている
。
【００４２】
　このときモータ電圧監視回路６０からは電圧高検出信号が出力されるようになっている
。そして、この電圧高検出信号は制動電流調整回路７０と磁気軸受制御回路５０とに入力
されるようになっている。制動電流調整回路７０では、この電圧高検出信号が入力された
ときに図２に示す制動電流指令値演算部７１でモータ１２１の制動電流の指令値が演算さ
れるようになっている。
【００４３】
　制動電流指令値演算部７１で演算された制動電流の指令値はトランジスタ９、１３、１
７に対しそれぞれ直列に配設された電流検出部７３により検出された電流値との間で偏差
部７５において偏差が取られ、この偏差に基づきＰＷＭ制御部７７でパルス幅変調された
ＰＷＭ制御信号が生成されるようになっている。
【００４４】



(7) JP 6077286 B2 2017.2.8

10

20

30

40

50

　そして、モータ駆動主回路３０のトランジスタ７、９、１１、１３、１５、１７のそれ
ぞれのゲートには、このＰＷＭ制御信号が入力されることで制動電流が調整されるように
なっている。
【００４５】
　整流回路１０から出力された直流は直流安定化電源回路４０で数ボルト程度の大きさの
直流に落とされた後、モータ駆動制御回路２０及び磁気軸受制御回路５０に対し制御用の
電圧として入力されるようになっている。
　また、磁気軸受制御回路５０には電源線１ａ、１ｂ間の電圧が供給されている。
【００４６】
　図３に磁気軸受制御回路５０の構成図を示す。磁気軸受制御回路５０は、アンプ回路２
５０とアンプ制御回路２７１とで構成されている。アンプ制御回路２７１には直流安定化
電源回路４０より制御用の電圧が入力されるようになっている。
【００４７】
　図３において、ターボ分子ポンプ本体１００には、各電磁石１０４、１０５、１０６Ａ
、１０６Ｂを構成する電磁石巻線１５１、１５１、…に対して共通のノード（このノード
を共通ノードＣという）が設けられている。そして、各電磁石巻線１５１の一端１５１ａ
が共通ノードＣに接続されている。また、電磁石巻線１５１の他端１５１ｂは、アンプ回
路２５０のトランジスタ２６１及びダイオード２６５に接続されている（この他端１５１
ｂのノードをノードＥという）。
【００４８】
　このとき、トランジスタ２６１は、パワーＭＯＳＦＥＴであり、ドレイン端子２６１ａ
が電磁石巻線１５１の他端１５１ｂに、ソース端子２６１ｂが電流検出回路２５５を介し
て整流回路１０の負極１ｂに接続されている。また、ダイオード２６５は、電流回生用あ
るいはフライホイール用のダイオードであり、カソード端子２６５ａが整流回路１０の正
極１ａに、アノード端子２６５ｂが電磁石巻線１５１の他端１５１ｂに接続されている。
【００４９】
　そして、トランジスタ２６１のソース端子２６１ｂに接続されている電流検出回路２５
５は、一端が負極１ｂに他端がトランジスタ２６１のソース端子２６１ｂに接続された検
出抵抗２５６と、この検出抵抗２５６の他端の電圧から電磁石電流ｉＬを検出する検出部
２５７とを有している。この検出部２５７は電磁石巻線１５１に流れる電磁石電流ｉＬを
検出して、この検出結果である電流検出信号２７３をアンプ制御回路２７１に出力するよ
うになっている。
【００５０】
　以上のようにして構成されるアンプ回路２５０は、各電磁石１０４、１０５、１０６Ａ
、１０６Ｂを構成する電磁石巻線１５１、１５１、…毎に設けられるようになっている。
【００５１】
　アンプ制御回路２７１は、ＤＳＰ部（図示略）内の回路となっている。そして、このア
ンプ制御回路２７１には、図４に示すように、モータ電圧監視回路６０で検出された電圧
高検出信号が入力されるようになっている。そして、この電圧高検出信号が入力されたと
きに電流指令値演算部３７１で電磁石巻線１５１に流すバイアス電流の指令値が演算され
るようになっている。
【００５２】
　電流指令値演算部３７１で演算されたバイアス電流指令値３７３は、図４及び図５の半
径方向位置制御システム図に示すように例えば下側径方向電磁石１０５を構成する電磁石
１０５Ｘ＋の駆動のため、補償回路３７９から出力された一方の信号と加算部３８７にお
いて加算された形で偏差部３７５に入力されるようになっている。
【００５３】
　また、電磁石１０５Ｘ－の駆動のため、補償回路３７９から出力された他方の信号は反
転回路３８１で反転され、バイアス電流指令値３７３と加算部３８９において加算された
形で偏差部３７５に入力されるようになっている。
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【００５４】
　バイアス電流指令値を加算するのは、回転体１０３の半径方向位置制御が線形的に行え
るようにするためである。即ち、電磁石１０５Ｘ＋、電磁石１０５Ｘ－には、一定の直流
バイアス電流と回転体１０３を一定位置に保持するための制御電流が重畳して流される。
【００５５】
　補償回路３７９には、例えば下側径方向センサ１０８の位置検出回路３８３で検出され
た回転体１０３の半径方向位置と位置指令値３８５間の偏差部３４１で演算された偏差が
入力されるようになっている。
【００５６】
　図４において、電流検出回路２５５で検出した電磁石電流ｉＬの値と電流指令値とを偏
差部３７５で比較し、ＰＷＭ制御部３７７では電磁石電流ｉＬを増加させる時間（上述し
た増加時間Ｔｐ１）や電磁石電流ｉＬを減少させる時間（上述した減少時間Ｔｐ２）を決
めて、これに基づきＰＷＭ制御による１周期である制御サイクルＴｓ内にトランジスタ２
６１のゲート端子に出力するゲート駆動信号２７４のパルス幅時間を決めるようになって
いる。
【００５７】
　更に、図３において、アンプ回路２５０の共通ノードＣに対しては、切替回路２８０が
接続されている。この切替回路２８０では、共通ノードＣに対してトランジスタ２８１及
びダイオード２８５が接続されている。
【００５８】
　ダイオード２８５は、電流回生用あるいはフライホイール用のダイオードであり、カソ
ード端子２８５ａが共通ノードＣに、アノード端子２８５ｂがアンプ回路２５０と同じ負
極１ｂに接続されている。また、トランジスタ２８１は、パワーＭＯＳＦＥＴであり、ド
レイン端子２８１ａが整流回路１０の正極１ａに、ソース端子２８１ｂが共通ノードＣに
接続されている。
【００５９】
　そして、このトランジスタ２８１のゲート端子に対してはアンプ制御回路２７１から切
替信号２７６が出力されるようになっており、アンプ制御回路２７１ではアンプ回路２５
０に対する制御と同じ制御サイクルＴｓ内にトランジスタ２８１のゲート端子に出力する
切替信号２７６のパルス幅時間を決めるようになっている。
【００６０】
　かかる構成において、アンプ回路２５０のトランジスタ２６１をｏｎにして、切替回路
２８０のトランジスタ２８１をｏｎにすると、正極１ａからトランジスタ２８１、共通ノ
ードＣ、電磁石巻線１５１、トランジスタ２６１（及び電流検出回路２５５）を介して負
極１ｂへ電流が流れる。そのため、電磁石巻線１５１には正極１ａから電流が供給される
ので、電磁石電流ｉＬが増加する（この状態を増加モードＡ１という）。
【００６１】
　一方、アンプ回路２５０のトランジスタ２６１をｏｆｆにして、切替回路２８０のトラ
ンジスタ２８１をｏｆｆにすると、電磁石巻線１５１で生じる逆起電力により負極１ｂか
らダイオード２８５、共通ノードＣ、電磁石巻線１５１、ダイオード２６５を介して正極
１ａへ回生電流が流れる。これにより電磁石巻線１５１から生じる電磁エネルギーが消費
されるので、電磁石電流ｉＬが減少する（この状態を減少モードＡ２という）。
【００６２】
　更に、アンプ回路２５０のトランジスタ２６１をｏｎにして、切替回路２８０のトラン
ジスタ２８１をｏｆｆにすると、電磁石巻線１５１で生じる逆起電力により負極１ｂから
ダイオード２８５、共通ノードＣ、電磁石巻線１５１、トランジスタ２６１（及び電流検
出回路２５５）を介して負極１ｂへフライホイール電流が流れる。このとき、電磁石巻線
１５１の両端１５１ａ、１５１ｂ間には電位差が生じないので、電磁石電流ｉＬがほぼ一
定に保たれる（この状態を一定モードＡ３という）。
【００６３】
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　また、この一定モードＡ３以外にも、アンプ回路２５０のトランジスタ２６１をｏｆｆ
にして、切替回路２８０のトランジスタ２８１をｏｎにすると、電磁石巻線１５１で生じ
る逆起電力により正極１ａからトランジスタ２８１、共通ノードＣ、電磁石巻線１５１、
ダイオード２６５を介して正極１ａへフライホイール電流が流れるので、この場合も電磁
石電流ｉＬがほぼ一定に保たれる（この状態を一定モードＡ４という）。
【００６４】
　ここで、アンプ回路２５０によるトランジスタ２６１等への制御位相と切替回路２８０
によるトランジスタ２８１等への切替位相との調節を示すタイムチャートを図６に示す。
【００６５】
　図６において、切替回路２８０に対しては、制御サイクルＴｓ中にトランジスタ２８１
がｏｎにされる時間とｏｆｆにされる時間とが同じ時間となるように制御が行われる。こ
のとき、制御サイクルＴｓの始めの時間（時間０）から制御サイクルＴｓの半分の時間（
時間０．５Ｔｓ）まではトランジスタ２８１がｏｆｆにされる。
【００６６】
　そのため、共通ノードＣの電圧は、電磁石巻線１５１で生じる逆起電力等により負極１
ｂと略同じ電圧（以下、電圧ＶＬという）になる。一方、制御サイクルＴｓの半分の時間
（時間０．５Ｔｓ）から制御サイクルＴｓの終わり（時間Ｔｓ）まではトランジスタ２８
１がｏｎにされる。そのため、共通ノードＣの電圧は、正極１ａと略同じ電圧（以下、電
圧ＶＨという）になる。
【００６７】
　そして、電流検出回路２５５で検出した電磁石電流ｉＬの値が電流指令値よりも小さい
場合には、アンプ制御回路２７１で電磁石電流ｉＬを増加させるように制御が行われる。
この場合には、１制御サイクルＴｓ中で上述した増加時間Ｔｐ１だけ増加モードＡ１の状
態となるように制御が行われ、他の時間は一定モードＡ３、Ａ４いずれかの状態となるよ
うに制御が行われる。
【００６８】
　具体的には、時間０．５Ｔｓ～時間Ｔｓでは切替回路２８０のトランジスタ２８１がｏ
ｎにされているので、時間０．５Ｔｓを始点に時間Ｔｐ１だけトランジスタ２６１をｏｎ
にすることで増加時間Ｔｐ１だけ増加モードＡ１の状態とする。また、この時間Ｔｐ１経
過後は、トランジスタ２６１をｏｆｆにすることで一定モードＡ４の状態とする。
【００６９】
　一方、時間０～時間０．５Ｔｓでは、切替回路２８０のトランジスタ２８１がｏｆｆに
されているので（即ち増加モードＡ１の状態にはできないので）、トランジスタ２６１を
ｏｎにすることで一定モードＡ３の状態とする。これにより、１制御サイクルＴｓ中に増
加時間Ｔｐ１だけ電磁石電流ｉＬが増加される。
【００７０】
　一方、電流検出回路２５５で検出した電磁石電流ｉＬの値が電流指令値よりも大きい場
合には、アンプ制御回路２７１で電磁石電流ｉＬを減少させるように制御が行われる。こ
の場合には、１制御サイクルＴｓ中で上述した減少時間Ｔｐ２だけ減少モードＡ２の状態
となるように制御が行われ、他の時間は一定モードＡ３、Ａ４いずれかの状態となるよう
に制御が行われる。
【００７１】
　具体的には、時間０～時間０．５Ｔｓでは切替回路２８０のトランジスタ２８１がｏｆ
ｆにされているので、時間０．５Ｔｓを終点に時間Ｔｐ２だけトランジスタ２６１をｏｆ
ｆにすることで減少時間Ｔｐ２だけ減少モードＡ２の状態とする。また、トランジスタ２
６１をｏｆｆにするまでの時間は、トランジスタ２６１をｏｎにすることで一定モードＡ
３の状態とする。
【００７２】
　一方、時間０．５Ｔｓ～時間Ｔｓでは、切替回路２８０のトランジスタ２８１がｏｎに
されているので（即ち減少モードＡ２の状態にはできないので）、トランジスタ２６１を
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ｏｆｆにすることで一定モードＡ４の状態とする。これにより、１制御サイクルＴｓ中に
減少時間Ｔｐ２だけ電磁石電流ｉＬが減少される。
【００７３】
　更に、電流検出回路２５５で検出した電磁石電流ｉＬの値が電流指令値と一致している
場合には、アンプ制御回路２７１で電磁石電流ｉＬを一定に保つように制御が行われる。
この場合には、１制御サイクルＴｓ中で常に一定モードＡ３、Ａ４いずれかの状態となる
ように制御が行われる。
【００７４】
　具体的には、時間０～時間０．５Ｔｓでは切替回路２８０のトランジスタ２８１がｏｆ
ｆにされているので、トランジスタ２６１をｏｎにすることで一定モードＡ３の状態とす
る。
【００７５】
　一方、時間０．５Ｔｓ～時間Ｔｓでは、切替回路２８０のトランジスタ２８１がｏｎに
されているので、トランジスタ２６１をｏｆｆにすることで一定モードＡ４の状態とする
。これにより、電磁石電流ｉＬが一定に保たれる。
【００７６】
　以上により、切替回路２８０への制御を行いつつアンプ回路２５０を制御することで、
電磁石電流ｉＬを増加、減少、一定に維持させることができ、電磁石電流ｉＬの値を電流
指令値と一致させることができる。
【００７７】
　次に、本発明の第１実施形態の動作を説明する。
　図１では図１０とは異なり、モータ駆動主回路３０から回生抵抗３とトランジスタ５を
除いている。そして、従来回生抵抗３で消費していた回生電力を電磁石巻線１５１で消費
させるものである。
【００７８】
　電磁石巻線１５１で消費されるエネルギーが従来回生抵抗３で消費されていたエネルギ
ーのすべてではない場合、回生抵抗３を除くとモータ１２１の減速時、若しくは図７に示
すように、加速時の設定回転速度到達後のオーバーシュート時に回生電流が流れた際、モ
ータ駆動主回路３０の電圧が高くなる。このように電圧が上がると電子素子が壊れる恐れ
が生ずるので制動電流を調整して回生時の電圧が上がらないようにする必要がある。
【００７９】
　そこで、モータ電圧監視回路６０で、モータ駆動主回路３０の電圧がモータ１２１の減
速時若しくは加速時に通常運転時の電圧より１０～２０％以上高くなったとき、この状態
を検出しモータ電圧監視回路６０より制動電流調整回路７０と磁気軸受制御回路５０に対
し電圧高検出信号を送る。
【００８０】
　制動電流調整回路７０では、この電圧高検出信号を受けてモータ１２１の誘起電圧が一
定若しくは下がるようにモータ１２１の制動電流指令値を減らす。
　トランジスタ９、１３、１７を流れる電流は、この制動電流指令値との間で偏差が取ら
れ、トランジスタ７、９、１１、１３、１５、１７のそれぞれのゲートには、この偏差に
基づき調節されたＰＷＭ制御信号が入力される。このとき、モータ１２１を流れる制動電
流は減り、制動電流が減ると電源線１ａ、１ｂ間に生じた回生電圧も下がる。
【００８１】
　一方、磁気軸受制御回路５０のアンプ制御回路２７１では、この電圧高検出信号を受け
て電磁石巻線１５１を流れる電流が通常運転時のバイアス電流の１．２倍～３倍程度に増
加するようにバイアス電流を含む電流指令値が演算される。
　即ち、モータ駆動主回路３０の電圧が上がったら電磁石巻線１５１を流れるバイアス電
流を含む電流を増加して消費電力を増やす。
【００８２】
　以上により、回生抵抗３を削除した場合でも回生電力を消費し安定的にポンプを停止す
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ることができる。
　また、回生抵抗３を削除すれば、回生抵抗設置スペースが不要となり、制御装置の小型
化に繋がる。また、回生抵抗３をＯＮ／ＯＦＦするスイッチング素子も不要にできるため
、コストダウンも図れる。
【００８３】
　なお、回生抵抗３を削除するとして説明したが、この回生抵抗３は残しておくことも可
能である。この場合には、電磁石巻線１５１側で大半の回生エネルギーを消費させている
ので、回生抵抗３やこの回生抵抗３をＯＮ／ＯＦＦするスイッチング素子の容量を小さく
できる。また、ポンプを迅速に停止できる。
【００８４】
　なお、電圧高検出信号は符号であるが、連続する電圧値とされてもよい。また、電圧値
のレベルに応じて段階的に生成される符号とされてもよい。
　連続する電圧値とすれば、制動電流の調整やバイアス電流の調整が連続的に可能となる
。段階的とすれば制動電流の調整やバイアス電流の調整を段階的に変更できる。
【００８５】
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。
　本発明の第２実施形態の全体ブロック図を図８に示す。なお、図１と同一要素のものに
ついては同一符号を付して説明は省略する。
【００８６】
　図１では、磁気軸受制御回路５０には電源線１ａ、１ｂ間の直流電圧が供給されていた
のに対し、図８の制御装置５００では、直流安定化電源回路４０より４０～６０ボルトに
落とされた直流電圧が磁気軸受制御回路５０に供給されている点で相違する。１つの直流
安定化電源回路４０を制御用と磁気軸受用に分岐して使用可能であるが、第２実施形態の
場合には第１実施形態に比べ直流安定化電源回路４０の容量は大きくなる。
【符号の説明】
【００８７】
　　１　電源線
　　３　回生抵抗
　　５～１７、２６１、２８１　トランジスタ
　１０　整流回路
　２０　モータ駆動制御回路
　３０　モータ駆動主回路
　４０　直流安定化電源回路
　５０　磁気軸受制御回路
　６０　モータ電圧監視回路
　７０　制動電流調整回路
　７１　制動電流指令値演算部
　７３　電流検出部
　７５、３７５　偏差部
　７７、３７７　ＰＷＭ制御部
１００　ターボ分子ポンプ本体
１０２　回転翼
１０４　上側径方向電磁石
１０５　下側径方向電磁石
１０６Ａ、１０６Ｂ　軸方向電磁石
１１３　ロータ軸
１２１　モータ
１５１　電磁石巻線
２５０　アンプ回路
２５５　電流検出回路
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２５６　検出抵抗
２５７　検出部
２６５、２８５　ダイオード
２７１　アンプ制御回路
２７３　電流検出信号
２７４　ゲート駆動信号
２７６　切替信号
２８０　切替回路
３００、４００、５００　制御装置
３７１　電流指令値演算部
３７３　バイアス電流指令値

【図１】 【図２】
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【図９】

【図１０】

【図１１】
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